
覚醒剤原料廃棄届出書

※引き続き管轄の保健所（部）でも

書面による申請を受け付けています。

覚醒剤原料廃棄届とは

覚醒剤取締法第３０条の７（所持の禁止）第１号から第７号までに規定する者は、その
所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、大分県知事に届け出て当該職員の立
会いの下に行わなければなりません。（覚醒剤取締法第３０条の１３）

※交付又は調剤済の覚醒剤原料を除く（交付又は調剤済の覚醒剤原料は廃棄後３０
日以内に届出が必要です。）



入力について

ログインして、申請を実施して下さい。

※アカウントをお持ちでない場合は、 アカウントの作成から始まります。



1. 「利用規約に同意する」を確認し、
チェックを入れて下さい。

2. 「申請に進む」をクリック。



届出者が法人か、個人か確認してください。

（薬局、病院、診療所、動物診療施設の場
合は当該施設の開設者）



「申請者の種別」で法人を選択
した場合は法人の代表者の役
職名を入力してください。

指示に従い覚醒剤原料廃棄に
関する情報を入力してください。

大分市の場合廃棄の日時は空
欄にしてください。（申請内容の
確認後、薬務室から廃棄の日
時について連絡します。）

参考事項の欄には、

廃棄に関する要望等があれば
記載してください。



廃棄する品目が多い場合や、PDF、ワードファイル
等で覚醒剤原料廃棄届を作成し届け出る場合は
「ファイルを選択」をクリックして添付してください。



申請内容に間違いがないか確認し、問題なければ
「この内容で申請する」をクリックして申請完了です。


